
 

 
 

横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱 

 

制定    平成 25年 12月 18日 こ保対 第 380号（副市長決裁）  

最近改正 令和５年４月１日 こ保対 第 894号（局長決裁）  

 

（目的） 

第１条  保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借り上げを実施するための費用の補助を行う

ことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的とする。 

２ 横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規

則（平成 17年 11月横浜市規則第 139号。以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条   この要綱において「保育所等」とは、次の各号のいずれかに該当し、市内に所在する施設

をいう。 

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第

77号）第２条第６項の規定により、認定を受けた認定こども園 

(2) 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下この条において「法」という。）第 35 条第４項の

認可を受けた認可保育所 

(3) 法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業を行う事業所 

(4) 法第６条の３第 10項に規定する小規模保育事業を行う事業所 

(5) 法第６条の３第 12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所 

(6) 横浜保育室認可移行計画書事務取扱要領（平成 25年 12月制定）に基づき移行計画の承認を受

けた横浜保育室 

 

（補助事業の内容等） 

第３条  保育所等を経営する者による保育士用宿舎借り上げを支援するために、必要な費用の一部

を補助する。 

 

（補助金交付対象者） 

第４条  補助金の交付対象は、保育所等を経営する者であって、次の各号の全てに該当する者（以

下「補助対象事業者」という。）とする。 

(1) 保育士宿舎（以下、「補助対象施設」という。）を借上げていること。 

(2) 雇用した保育士（以下、「補助対象保育士」という。）を前号の補助対象施設に居住させてい

ること。 

２ 前項の規定にかかわらず、保育所等を経営するものが、横浜市暴力団排除条例（平成 23 年 12

月 22日横浜市条例第 51号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第４号の暴力団員等、同条第５

号の暴力団経営支配法人等又は同条第７条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者で

あるときは、補助の対象としない。 



 

 
 

（補助対象施設の要件） 

第５条  補助対象施設は、補助対象保育士を居住させるため補助対象事業者が借り上げている居住

用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに付帯する工作物その他の施設（以下「宿舎」という。）と

する。ただし、補助対象事業者（法人の場合は、役員を含む）が所有する施設は、対象とならな

い。 

２ 補助対象施設は、原則として市内施設とする。ただし、特段の理由がある場合は、市外施設も対

象とする。 

 

（補助対象保育士の要件） 

第６条  補助対象保育士は、保育所等に勤務する常勤保育士のうち、次の各号に掲げる要件を全て

満たす者とする。 

(1) 補助対象事業者の雇用開始日が属する会計年度から起算して、10年目の会計年度末までの者 

(2) 月 120時間以上保育に従事している者 

２ 前項第１号に規定する雇用開始日については、補助対象事業者における、合併、統合、事業譲渡

（系列法人間での統合や譲渡等を含む）等（以下、「合併等」という。）の場合は、合併等前の雇用

開始日が継続するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する常勤保育士は、補助対象保育士としない。 

(1) 横浜市民間保育所設置認可・確認等要綱（平成 18年１月制定）第８条第１号に規定する施設    

  長 

(2) 補助対象事業者から住居手当等を支給されている者 

(3) 平成 24年度以前に保育所等が借り上げる宿舎に入居している者 

(4) 横浜市幼保連携型認定こども園設置認可・確認等要綱第 10条第１号に規定する園長 

(5) 横浜市認定こども園認定・確認等要綱第８条に規定する園の長  

(6) 横浜市家庭的保育事業等認可・確認等要綱第６条第２項に規定する施設長。ただし、常態と

して保育のローテーションに入っている場合を除く 

(7) 横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例第 23条第１項に規定する家庭的

保育者 

(8) 横浜保育室事業実施要綱第５条第４号に規定する施設長 

 

（補助対象期間） 

第６条の２ 補助対象とする期間は、本市の一会計年度内において年度開始から年度終了までとし、

一か月を単位とする。ただし、第９条第１項に定める提出期限に係る申請以後の月しか対象とし

ない。 

２ 補助対象期間は前項で定める期間のうち、補助対象保育士が月の初日から末日まで補助対象施設

に居住した月とする。 

３ 第９条の２に基づく申請における補助対象期間は、提出期限に係る申請以後の月しか対象としな

い。ただし、補助対象施設の契約の更新、補助対象施設以外の施設への転居、補助対象保育士の

退職等により第８条で算定した補助金額を減額する場合は、変更事由が発生した月に遡って対象

とする。 



 

 
 

（補助対象経費） 

第７条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象保育士向け宿舎借り

上げにかかる費用のうち、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 賃借料 

(2) 共益費及び管理費 

(3) その他市長が認めるもの 

 

（補助金の算定基準） 

第８条  市長は、予算の範囲内において、次により算出した額を補助対象事業者に補助すること

ができることとする。 

２ 一戸当たりの補助金の額は、補助対象経費の合計金額と別表に定める算定基準額を比較し、低

い金額に４分の３を乗じて得た額とする。なお、補助対象事業者が、補助対象保育士から補助対

象経費の合計金額の一部を徴収している場合は、補助対象経費の合計金額から徴収金額を控除し

た額と別表に定める算定基準額を比較し、低い金額に４分の３を乗じて得た額とする。 

３ 前項の規定により算出した補助金額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる

ものとする。 

 

（交付申請） 

第９条  補助金規則第５条第１項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、横浜市保育士

宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書（第１号様式、別紙１及び別紙２）に、次の各号に掲げ

る書類を添えて、補助対象事業者ごとに、市長が定める期日までに市長に提出するものとする。 

(1) 補助金規則第５条第２項第１号に基づく書類 

横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業計画書（第２号様式） 

(2)補助金規則第５条第２項第３号に基づく書類 

横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業収支予算書（第３号様式） 

２ 補助金規則第５条第２項第５号の規定により市長が必要と認める補助金交付申請書への添付書

類は、不動産賃貸借契約書（写し）、保育士証（写し）とする。 

 

（変更申請） 

第９条の２ 補助対象事業者は、交付申請後に、申請内容に変更が生じた場合には、横浜市保育士宿

舎借り上げ支援事業補助金交付変更申請書（第 10号様式及び別紙）に次の各号に掲げる書類を添

えて、補助対象事業者ごとに、市長が定める期日までに市長に提出するものとする。 

(1)申請内容の変更が確認できる書類 

(2)その他市長が必要と認める書類 

 

（交付決定通知） 

第10条  市長は、第９条及び第９条の２に基づく申請書類を審査し、適正と認められる場合には、

横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付決定通知書（第４号様式）をもって、補助対象事

業者に通知する。 



 

 
 

２ 市長は、第９条及び第９条の２に基づく申請書類を審査し、適正と認められない場合には、横浜

市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金不交付決定通知書（第５号様式）をもって、補助対象事業

者に通知する。 

 

（申請の取下げの期日） 

第11条  補助金規則第９条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請の取下げの期日は、申

請者が決定通知書の通知を受けた日から起算して７日後の日までとする。 

 

（実績報告） 

第12条  補助金規則第 14条第１項の規定により市長が定める事業実績報告の期限は、事業年度が終

了した日又は事業が中止となった日の翌日から７日以内とする。 

２ 補助金規則第 14 条第１項の規定により市長が定める事業実績報告に用いる書類は、次の各号に

定める書類を用いなければならない。 

（1） 補助金規則第 14条第１項第１号に基づく書類 

横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書（第６号様式及び別紙） 

（2） 補助金規則第 14条第１項第２号に基づく書類 

    横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業収支決算書（第７号様式） 

３ 市長が必要と認める補助金実績報告書への添付書類は、不動産賃貸借契約書（写し）、保育士証

（写し）、補助対象経費の支払確認の取れる物件借上げに係る経費支払書（領収書等）（写し）と

する。ただし、提出書類のうち第９条第１項、同条第２項及び第９条の２で定める資料と同一の

場合は、提出を省略できる。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、事業の執行の状況等に関し、補助対象事業者から報告を求

めることができる。 

 

（補助金額の確定通知） 

第13条  補助金規則第 15条の規定による補助金額確定の通知は、横浜市保育士宿舎借り上げ支援事

業補助金交付額確定通知書（第８号様式）により行うものとする。 

 

（補助金交付の時期及び請求） 

第14条  補助金交付請求する時期は、申請者が、第 13条で定める補助金額確定通知を受けた後とす

る。 

２ 補助金規則第 18 条第１項の規定による補助金の交付の請求に用いる書類は、横浜市保育士宿舎

借り上げ支援事業補助金請求書（第９号様式）とする。 

 

（補助金交付の時期の例外） 

第15条  補助金規則第 17条の規定により、事業完了前に補助金の一部を交付することができるのは、

各四半期終了後に第 14 条に定める請求書、横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業実績経過報告書

（第 13 号様式）及び補助対象経費の支払確認の取れる物件借上げに係る経費支払書（領収書等）

を市長が定める期日までに提出され、事業実施内容が確認されたときとする。  



 

 
 

（補助金の経理）  

第16条  補助対象事業者は、本要綱に基づく補助金を受領したときは、補助金規則に基づき、適正

に管理し、本事業の実施に係る経費以外にこれを流用してはならない。 

 

（補助金の返還等）  

第17条  市長は、補助金の交付を受けた者が、前条に違反したと認められる場合、必要な手続きや

書類の提出を行わない場合、若しくは本市の指導に従わない場合には、交付済みの補助金の全部

又は一部について、返還を命じることができるとともに、当該年度中に交付が見込まれる補助金

の交付を差し止めることができる。 

２ 市長は交付の決定を受けた者が、第４条第２項に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取

り消すことができる。 

 

（関係書類の保存）  

第18条  補助対象事業者は、本要綱に基づき作成又は受領した書類について、作成又は受領した日

の属する年度の終了後、５年間保存しなければならない。  

 

（警察本部への照会） 

第19条  市長は、必要に応じ申請者又は第10条の決定を受けた者が、第４条第２項に該当するか否

かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。 

 

 （郵送書類の受理日） 

第20条  本事業において、提出期限に定めのある書類を郵送する場合は、市長が書類を受理した日

を受理日とする。 

 

附 則  

この要綱は、平成26年１月１日から施行し、施行の日から適用する。 

 

附 則  

この要綱は、平成27年４月１日から施行し、施行の日から適用する。 

 

附 則  

この要綱は、平成28年４月１日から施行し、施行の日から適用する。 

 

附 則  

この要綱は、平成29年４月１日から施行し、施行の日から適用する。 

 

附 則  

この要綱は、平成30年４月１日から施行し、施行の日から適用する。 

 



 

 
 

附 則  

この要綱は、平成31年１月１日から施行し、施行の日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行し、施行の日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、施行の日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、施行の日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年８月４日から施行し、施行の日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



 

 
 

別表 

 

補助対象経費 算定基準 

賃借料 

共益費（管理費） 

1戸当たり月額８万２千円 
上記のほか特に必要とするもので、

市長が認めたもの 

※ 交付決定後、補助対象施設から他の補助対象施設への転居又は補助対象施設の契約更新に

より補助対象経費が変更する場合は、変更前後の補助対象経費についてそれぞれ日割りに

より計算し、その合計額を上記算定基準額と比較する。 

※ 補助対象経費を当該月の日数で除して得た額に補助対象日数を乗じて得た額と、実際に支

払った額と比較して、少ない方の額を当該月の補助対象経費とする。 

※ 複数の補助対象保育士を居住させることを目的に補助対象施設を１件の賃貸借契約で契約し、

補助対象保育士毎の金額の内訳が明らかでない場合は、原則として当該賃貸借契約に係る補助

対象経費の総額を当該契約戸数で除して得た額と上記算定基準額と比較して、少ない方の額を

一戸当たりの当該月の補助対象経費とする。 


	（警察本部への照会）
	第19条 　市長は、必要に応じ申請者又は第10条の決定を受けた者が、第４条第２項に該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。



